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衆
議
院
議
員
保
坂
展
人
君
提
出
東
京
都
多
摩
市
桜
ヶ
丘
庭
園
跡
地
施
設
建
設
予
算
の
繰
り
越
し
に
関
す
る
質
問

に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

国
の
予
算
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
事
故
繰
越
と
は
、
財
政
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
四
十
二
条
た
だ
し

書
に
基
づ
き
、
歳
出
予
算
の
経
費
の
金
額
の
う
ち
年
度
内
に
支
出
負
担
行
為
を
行
い
、
か
つ
、
避
け
難
い
事
故
の
た
め
年
度

内
に
支
出
を
終
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
（
当
該
支
出
負
担
行
為
に
係
る
工
事
そ
の
他
の
事
業
の
遂
行
上
の
必
要
に
基
づ
き
こ
れ

に
関
連
し
て
支
出
を
要
す
る
経
費
の
金
額
を
含
む
。
）
を
翌
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
を
い
い
、
同
法
第
四
十
三

条
に
基
づ
い
て
、
各
省
各
庁
の
長
が
繰
越
計
算
書
を
作
製
し
、
事
項
ご
と
に
そ
の
事
由
及
び
金
額
を
明
ら
か
に
し
て
、
財
務

大
臣
の
承
認
を
経
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
の
申
請
は
、
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十

五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
に
基
づ
き
東
京
都
知
事
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
承
認
に
関
す
る
事
務
は
、

同
法
第
四
十
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
財
務
大
臣
か
ら
関
東
財
務
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

一



国
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
単
年
度
主
義
が
採
ら
れ
て
い
る
が
、
財
政
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
は
「
歳
出
予
算

の
経
費
の
う
ち
、
そ
の
性
質
上
又
は
予
算
成
立
後
の
事
由
に
基
き
年
度
内
に
そ
の
支
出
を
終
ら
な
い
見
込
の
あ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
予
め
国
会
の
議
決
を
経
て
、
翌
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
項
に
基

づ
い
て
繰
越
明
許
費
と
さ
れ
た
経
費
は
、
歳
出
予
算
と
し
て
計
上
さ
れ
た
会
計
年
度
の
翌
年
度
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
、

同
法
第
四
十
二
条
た
だ
し
書
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
更
に
そ
の
翌
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
平
成
十
一
年
度
の
国
の
予
算
を
平
成
十
三
年
度
に
繰
り
越
す
こ
と
は
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
事
例
に
係
る
社
会
福
祉
施
設
等
施
設
整
備
費
補
助
金
及
び
社
会
福
祉
施
設
等
設
備
整
備
費
補
助
金
（
介
護
予
防

拠
点
整
備
事
業
分
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
一
年
度
予
算
に
お
い
て
繰
越
明
許
費
と
さ
れ
、
平
成
十
二
年
度
に
繰
り
越
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
年
二
月
十
五
日
付
け
で
多
摩
市
か
ら
一
部
住
民
の
施
設
建
設
に
対
す
る
反
対
運
動
の
た
め
に

平
成
十
二
年
度
内
の
工
事
完
成
が
不
可
能
と
な
っ
た
旨
の
報
告
を
受
け
た
東
京
都
が
、
本
年
三
月
二
十
七
日
付
け
で
関
東
財

務
局
長
に
対
し
て
財
政
法
第
四
十
二
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
事
故
繰
越
の
承
認
申
請
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
御
指
摘
の
事
例
に
係
る
多
摩
市
の
予
算
の
次
年
度
へ
の
繰
越
し
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

二



律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
十
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
平
成
十
三
年
度
に
繰
り
越
し
て
使
用
す
る
繰
越
明
許
費
と
し
て
補
正
予

算
案
に
計
上
さ
れ
、
市
議
会
の
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
か
ら
三
に
つ
い
て
ま
で
で
述
べ
た
と
お
り
、
国
の
予
算
に
つ
い
て
は
、
財
政
法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
に
基

づ
い
て
繰
越
明
許
費
と
さ
れ
た
経
費
が
翌
年
度
に
繰
り
越
さ
れ
、
そ
の
繰
り
越
さ
れ
た
経
費
が
更
に
同
法
第
四
十
二
条
た
だ

し
書
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
、
平
成
十
一
年
度
の
補
助
金
を
平
成
十
三
年
度
に
執
行
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

三


